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自然活用に向けた社会の動き

自然環境をめぐる社会的な状況
　現在、日本は社会構造の大きな転換期にある。日本の

総人口は、明治以降の急激な増加から、2008年の 1億
2,808万人をピークに減少へと転じ、2050年には 1億 92
万人程度に減少すると予測される（国立社会保障・人口
問題研究所 2017）。さらに、総人口に占める割合（高齢
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要旨：近年、日本では、急速な人口減少が進む中、自然災害の頻発化、地域経済の停滞、新型コロナウィルス感染症
の流行等、様々な社会課題が顕在化している。一方で、SDGsや生物多様性保全に対する社会的関心が高まり、企業
経営や事業活動と自然資本の関わりに注目が集まっている。このような状況を受けて、グリーンインフラ、NbS（自
然を活用した解決策）、Eco-DRR（生態系を活用した防災減災）、EbA（生態系を活用した気候変動適応）、地域循環共
生圏等、自然の資源や機能を活用した社会課題解決に関する概念が幅広い行政計画において取り上げられている。本
稿では、日本生態学会の生態系管理専門委員会の委員によりグリーンインフラ・NbSに関する国内外の動向や、これ
らの考え方を整理するとともに、自然の資源や機能を持続的・効果的に活用するためのポイントを生態学的な観点か
ら議論した。さらに、地域計画や事業の立案・実施に関わる実務家や研究者に向けた「グリーンインフラ・NbSの推
進において留意すべき 12箇条」を提案した。基本原則：1）多様性と冗長性を重視しよう、2）地域性と歴史性を重視
しよう。生態系の特性に関する留意点：3）生態系の空間スケールを踏まえよう、4）生態系の変化と動態を踏まえよ
う、5）生態系の連結性を踏まえよう、6）生態系の機能を踏まえよう、7）生態系サービスの連関を踏まえよう、8）
生態系の不確実性を踏まえよう。管理や社会経済との関係に関する留意点：9）ガバナンスのあり方に留意しよう、10）
地域経済・社会への波及に留意しよう、11）国際的な目標・関連計画との関係に留意しよう、12）教育・普及に留意
しよう。
キーワード：気候変動、自然環境政策、生態系管理専門委員会、生態系を活用した防災減災、生物多様性条約

Abstract: Recently, Japan has faced social challenges that include a rapidly shrinking population, frequent natural disasters, the 
stagnation of local economies, and the COVID-19 pandemic. Simultaneously, growing social interest in sustainable development 
goals and biodiversity conservation has drawn attention to the relationship between corporate management and natural capital. In 
response, many administrative plans feature concepts related to addressing societal challenges by utilising natural resources and 
functions, such as green infrastructure, nature-based solutions (NbS), ecosystem-based disaster risk reduction (Eco-DRR), eco-
system-based adaptation to climate change (EbA) and the Regional Circular and Ecological Sphere. By summarising domestic 
and international trends related to these concepts, The Committee for Ecosystem Management of the Ecological Society of Japan 
discussed key points for sustainable, effective utilisation of natural resources and functions from an ecological perspective and 
identified 12 points for practitioners and researchers involved in regional planning and project implementation to keep in mind 
when promoting green infrastructure/NbS. Two basic principles emphasise: “diversity and redundancy” and “regional and his-
torical characteristics”. Six points cover the characteristics of ecosystems: “the spatial scale of the ecosystem”; and the “changes 
and dynamics”, “connectivity”, “functions”, and “linkage of ecosystem services”; and “uncertainties” of ecosystems. The remain-
ing four points concern the relationships between management and socio-economy, and focus on “the state of governance”, 
“impacts to the local economy and society”, “relationship with international goals and related plans” and “education and dis-
semination”.

Key words: climate change, Convention on Biological Diversity, Eco-DRR, natural-environment policy, The Committee for 
Ecosystem Management
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化率）は 28.4％となっている（内閣府 2019）。人口構造
の大きな変化は、地域経済の停滞や国土管理の担い手の
不足、自然環境の荒廃、財政の悪化等、様々な問題を引
き起こすことが懸念されている（国土交通省 2020）。ま
た、2011年 3月に発生した東日本大地震とそれによる津
波は、被災地域に莫大な被害をもたらしただけでなく、
国民の災害に対する認識や理解に大きな変化をもたら
し、震災後は、大規模な防災施設の整備が全国的に進ん
だ。同時に、大規模な人工物がもたらす負の側面、すな
わち生物多様性の損失、景観の改変、維持コスト負担の
増加等の問題も議論されるようになった（西廣ほか
2014）。その後も、国内において豪雨災害や熱波等が頻発
し、人命や財産に大きな被害をもたらしており、気候変
動と関連した自然災害が顕在化している（環境省 2016a, 
b；環境省ほか 2018；環境省 2020a）。このような災害リ
スクの高まりに関して、気候変動の影響に対する適応策
として、災害リスクの低い地域への居住や都市機能の誘
導を促し、自然災害への暴露を回避すること（環境省
2016b）が挙げられる。日本社会に変革を迫っている要因
は、人口減少と災害の増加だけではない。2020年から世
界中に広がった新型コロナウイルス感染症は、我々のコ
ミュニケーションや生活様式、働き方を根本的に変化さ
せている（国土交通省都市局 2020）。また、2010年以降
においても社会、経済のグローバル化の速度は一層高ま
り、国内の地域産業も国際的な厳しい競争に晒され、地
域経済の停滞も問題視されている。
　現在の社会では民間企業等に対する投資資金の流れが
将来の社会を形作る要因として重要になってきている。
資本市場での占有率が高い投資主体が独自の投資傾向を
持つことは極めてリスクが高く、結果として国際規範に
沿う投資行動をとることになる。このため、企業等の経
済活動においても、持続可能な開発目標（SDGs）に対す
る理解が広がり、企業経営や事業活動における環境・社
会・ガバナンスを重視する「ESG投資」に対する社会的
関心も高まっている（環境省 2017）。2020年には、ESG
投資の更なる推進に向けて、企業活動における自然資本
の影響の開示を求める動きが広がっており、自然関連財
務開示タスクフォース（Task Force for Nature-related 
Financial Disclosures, TNFD）が発足し、現在、企業の事
業活動がもたらす自然資本へのリスクと機会を適切に評
価する枠組が検討されている。さらに、このような社会
的な変化を後押しする情報技術の革新も加速しており、
それぞれの事象が相互に関わりながら、未だかつてない
速度で社会変革が進んでいる状況にある。

　2010年以降のわずか 10年間においても、多岐にわた
る大きな社会変革が続き、自然環境保全や生態系管理に
対する期待や役割も大きく変化しつつある。2000年代初
頭から 2010 年の生物多様性条約第 10 回締約国会議
（COP10）まで、生物多様性の保全や持続可能な利用への
社会的関心は高まり、その後、行政、民間企業、研究機
関、市民団体等、多様な主体における生物多様性の取り
組みが進められてきた（西田 2017a；岡野・笹渕 2017；
大澤 2017）。生態学の学術研究においても、2000年以前
では生息適地の保全や生態系管理等がキーワードとな
り、生物学的な観点を踏まえた保全対策に関するテーマ
の研究が中心であったが、2000年以降では、生態系の機
能や環境経済との関連等が取り上げられ、人間活動との
関わりを持ったテーマまで研究の対象が拡大している
（Mace 2014）。さらに、2000年から 2014年の保全生物学
において、生態学的な観点から経済や政治的な観点を含
めたテーマの研究が増加しており、生物多様性保全にお
ける社会的な要因の重要性に対する認知が進んでいる
（Hintzen et al. 2020）。ESG投資や TNFD等の金融分野に
おける生物多様性への関心の高まりを受け、企業の生物
多様性に関する取組を投資家に対して可視化するアプ
ローチや手法に関しても関心が高まっている。
　日本における近年の生態系の資源や機能の持続的・効
果的な活用への関心は、生物多様性に関連する政策形成
や学術研究における議論の変化を背景にして、防災減災、
経済振興、健康等、市民の仕事や暮らしに直結する課題
の解決に、生態系の機能を活用する考え方への転換が進
んだものと捉えることができる。生態系の活用に関する
政策課題については、後述するように、さまざまな言葉
が用いられている。生態系を活用する政策の推進におい
ては、自然保護・生物多様性保全の取組みで残されてき
た自然を資源として位置付け、その価値を損なわず、持
続的に、社会に役立てる発想や技術が必要であり、自然
科学・人文社会科学の枠を超えた議論が求められる。こ
の大きな動向の中で、生物多様性の維持機構や生態系の
動的特性等を研究対象としてきた生態学の視点は、重要
な意味をもつものと考えられる。

グリーンインフラの定義と関連概念
　グリーンインフラは、国や地域によって定義や意味す
る内容にばらつきがあり、日本においては「自然が持つ
多様な機能を賢く利用することで、持続可能な社会と経
済の発展に寄与するインフラや土地利用計画」（グリーン
インフラ研究会ほか 2017）や「社会資本整備や土地利用
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等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多
様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地
域づくりを進める取組」（国土交通省 2019）と定義・理
解されることが一般的である。これらは、自然環境の有
する多様な機能を活用することで、社会課題の解決や新
たな価値の創造につなげるという考え方を示したもので
あり、非常に広範な内容と意味を包含するものであると
いえる。グリーンインフラに期待される機能としては、
森林による治水、土砂災害等の防災・減災や緑地のヒー
トアイランド緩和だけではなく、豊かな自然環境として
の観光資源、緑地の形成による景観向上、環境教育の場、
コミュニティの維持等、幅広い分野の項目が挙げられて
いる（グリーンインフラ研究会ほか 2017）。このように、
日本においてグリーンインフラは、自然を活用した解決
策として捉えられる NbS（Nature-based Solutions）の国際
的な定義に近いものとして使われている。一般的にはイ
ンフラを構造物や施設として捉えることが多いが、本稿
では、計画や制度も含めた広義の社会基盤として捉え、
グリーンインフラと NbSという用語を区別せずに用い
る。
　グリーンインフラに関連する概念としては、Eco-DRR
（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction：生態系を活用
した防災・減災）、EbA（Ecosystem-based Adaptation：生
態系を活用した適応策）、NbS（Nature-based Solutions）が
挙げられ、これらは国際的に受け入れられている共通定
義がある（表 1）。Eco-DRRや EbAは、日本ではグリー

ンインフラ・NbSに内包される概念として捉えることが
でき、それぞれ防災・減災機能および気候変動適応を目
的としたグリーンインフラ・NbSの取組みであるといえ
る（図 1）。

国内外の政策動向
　グリーンインフラの概念について、国際的には、米国
の「グリーンインフラストラクチャー行動戦略」や欧州
の「グリーンインフラストラクチャー戦略」等が起点と
なり、生物多様性条約等の国際会合においてその概念及
び戦略が共有され、日本に先行して、欧州や米国を中心
に社会実装が展開されている（西田 2017b）。また、第 5
回国連環境総会 UNEA5では NbSについて、「自然の又
は改変された陸域、淡水、沿岸及び海洋生態系を保護し、
保全し、再生・復元し、持続可能な形で利用し管理して
いくもので、社会、経済及び環境の課題を効果的及び順
応的に対処し、人類の福利、生態系サービス、強靭性及
び生物多様性上の恩恵をもたらす行動」と定義した
（UNEP 2022）。
　国内において、「グリーンインフラ」という概念は、第
2次国土形成計画（日本政府 2015）に盛り込まれた。ま
た、グリーンインフラに加えて、生態系を活用した防災
減災（Eco-DRR）の考え方も整理され（環境省 2016c）、
第 5次環境基本計画（日本政府 2018a）では、国土のス
トックとしての価値の向上（グリーンインフラや Eco-
DRRの推進）として、「災害リスクの低減に寄与する生

図 1．日本におけるグリーンインフラに関連する概念。本稿における「グリーンインフ
ラ」、「NbS（自然を活用した解決策）」、Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）」、
「EbA（生態系を活用した適応策）」の関係性を整理した。
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態系の機能を評価し、積極的に保全・再生する」旨が規
定されている。気候変動適応計画（日本政府 2018b）で
は、グリーンインフラや生態系を基盤とするアプローチ
が、防災・減災といった気候変動への適応のみならず、
炭素貯蔵を通じた気候変動の緩和、地域社会に対する社
会・経済・文化的な貢献等、多様な効果を期待できると
整理されている。加えて、国土強靱化基本計画（日本政
府 2018c）やグリーンインフラ推進戦略（国土交通省
2019）、地域脱炭素ロードマップ（国・地方脱炭素実現会
議 2021）、流域治水推進行動計画（流域治水の推進に向
けた関係省庁実務者会議 2021）においても、グリーンイ
ンフラや NbSに関する考え方が盛り込まれている。
　今後、上述した生物多様性条約における国際的な目標
の決定や、これまでの国内における関連計画・目標も踏
まえつつ、我が国の生物多様性国家戦略も改訂される見
込みである。環境省の下で進められている同戦略改訂に
向けた研究会では、2030年の状態にかかる目標（例）と
して、「Eco-DRR/EbAの実装が特に効果的と考えられる
地域において、平時及び災害発生時に期待される生態系
サービスが現状以上に発揮され、関係する地域の住民が
その効果を裨益している」こと等が示されている（環境
省 2021）。

グリーンインフラの推進と懸念される課題
　2015年以降、グリーンインフラの概念は数多くの関係
省庁の行政計画に位置付けられ、2020年前後からは具体
的なグリーンインフラの施策や事業が展開され、社会実
装がすでに始まっている。2020年には、国土交通省によ
り「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」（「グ
リーンインフラ官民連携プラットフォーム（国土交通
省）」、https://gi-platform.com、最終確認日 2021年 8月 29

日）が設立され、「グリーンインフラ大賞」の創設やオン
ラインセミナーの開催、技術資料の取りまとめ等、グリー
ンインフラの推進が積極的に図られている。なお、「グ
リーンインフラ大賞」においては、防災・減災、生活空
間、都市空間、生態系保全の 4つ部門が設置され、防災
減災からまちづくり、生態系保全まで、様々な社会課題
の解決に向けたグリーンインフラの優れた取組を表彰し
ており、グリーンインフラが幅広い社会課題を捉える概
念として扱われている。また、2021年 4月に成立した
「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律
（流域治水関連法）」においても、留意すべき事項として
グリーンインフラが掲げられている。こういった動きを
受けて、地方自治体や民間企業においても、防災減災か
ら、まちづくり、地域振興、環境保全等様々な文脈で、
「グリーンインフラ」という言葉を冠する事業や活動につ
いての検討が進んでおり、国内におけるグリーンインフ
ラは社会実装の段階に進んでいる。一方で、グリーンイ
ンフラの概念は新しいものであり、地域や対象によりグ
リーンインフラとして適切な事業や活動は多様であり、
自然環境に関わる行政や企業等の実務家が具体的な事業
や活動の内容を検討する際の情報は不足している。
　このような状況を踏まえ、日本生態学会生態系管理専
門委員会（調査・提言部会：部会長 西田貴明）では、グ
リーンインフラ・NbSの賢明な推進に役立つ生態学的な
観点について、複数回の議論を行った。その結果、生態
系の資源や機能の持続的・効果的な活用のために、自然
環境に関わる幅広い行政や企業等の実務者や実務に関与
する研究者が留意すべき事項を 12箇条として整理して、
提案する。

表 1．日本におけるグリーンインフラに関連する概念。本表は、グリーンインフラ研究会ほか（2020）、IUCN
（2021）より関連概念ごとの内容を整理した。*生物多様性条約のポスト 2020生物多様性枠組の第 1次
ドラフト（SCBD 2021）や、第 15回締約国会議（COP15）第一部で採択された昆明宣言では、Ecosystem-
based Approaches（生態系を活用したアプローチ）として表現されている。

関連概念 内容

生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR：
Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）

グリーンインフラを構成する手法の一つ。自然災害に脆弱な土
地の利用を避けて災害への曝露を回避するとともに、生態系が
持つ多様な機能を活かすことで、自然災害に強く持続可能な社
会を構築しようとする手法

生態系を基盤とした気候変動適応（EbA：
Ecosystem-based Adaptation）

気候変動による負の影響に対応するため、生物多様性と生態系
サービスを活用することで、社会への多様な利益をもたらすと
ともに生物多様性保全に寄与しようとする適応手法

自然を活用した解決策（NbS：Nature-based 
Solutions）*

自然を活用した解決策とは、社会課題に効果的かつ順応的に対
処する方法で、自然および改変された生態系を保護し、持続可
能に管理し、回復させることで、人間の福利と生物多様性の両
方に利益をもたらす行動
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グリーンインフラ・NbSの推進において 
留意すべき 12箇条

多様性と冗長性を重視しよう
　グリーンインフラ・NbSが多様な生態系サービスを安
定的に発揮するためには、その資源となる生物多様性が
維持されることが不可欠である。さらに、現時点では発
揮されていない、あるいは認識されていない生態系サー
ビスの源という側面もある。またグリーンインフラの利
点でもある多機能性は、生物多様性が守られてこそ発揮
される。生態系の機能と種多様性等の生物多様性の関係
は、1990年代から様々な研究において種の多様性が植物
の生産性や安定性を高めることが明らかにされ、種多様
性と一部の生態系サービスは正の関係を見出すことがで
きる（Tilman et al. 1996；Tilman 1999）。
　また、同等な機能を持つ複数の生物種が存在すること、
すなわち冗長性の存在は、変動する環境下での機能の維
持や、災害等大規模な撹乱からの回復において重要な意
味を持つ（宮下 2012）。これは、機能が同等な種の間で
も環境変化に対する応答が異なるため、環境変動に伴っ
て特定の機能群が完全に消失することが回避できること
による。環境変化に対する反応が異なる種の存在で生態
系サービスの安定性が保たれていることが示され、これ
を金融商品に例えて「ポートフォリオ効果（保険仮説）」
と呼ぶこともある（Yachi and Loreau 1999；宮下 2012）。
　生物種の様々な多様性と冗長性が保たれるには、個々
の種の生活史・個体群・遺伝的多様性が維持されること
が重要であり、その過程には後述する歴史性、生態系の
連続性、攪乱等の生態系プロセスの維持が大きく関わる。
なお生態系の時間的変動や空間的連結性を考慮した生物
多様性保全のための実務的なガイドラインについては、
自然再生事業指針（松田ほか 2005）も参考になる。

地域性と歴史性を重視しよう
　地域にはどのような生態系や生物多様性があるのか、
また、それらの生態系や生物多様性がどのような歴史的
変化を経てきたかを知ることで、グリーンインフラ・
NbSに活用できる要素や空間が明らかとなり、多様な機
能を十分に発揮することが可能となる。それぞれの地域
の生物多様性は、生物地理学的な影響（移動分散の歴史
等）を受けつつ、地域の生態的環境に適応して形づくら
れてきた（Ricklefs 1987）。また生態系は、地域特有の環
境と生物多様性から構成され、地域によって特徴が異な
る。地域特有の生態系は地域特有の文化と経済を育み、

「社会 - 生態システム」として捉えられる（Berkes and 
Folke 1998）。社会 -生態システムの成り立ちやダイナミ
クスの理解は、多機能で持続的なグリーンインフラ・
NbSの計画にとって欠かせない（吉田 2020）。地域本来
の生態系や生物多様性が残っている場合はそれらを保全
しつつ、現在すでに失われている場合は再生や創出を進
めることが、活用の前提として求められる。グリーンイ
ンフラ・NbSを整備・管理するために、本来その地域に
存在しないような資材や生物を持ち込むことは、その影
響を考慮した時、できるだけ避けるべきである（日本魚
類学会 2005；東京都環境局 2014；津村・陶山 2015）。
　地域の社会や文化は、地域の生態系や生物多様性に
よって支えられている。地域に特有の知識・知恵（地域
知）や地域で受け継がれてきた伝統的な知識・知恵（伝
統知）は、それぞれの地域でそれぞれの生態系や生物多
様性との関わりを経てきたものであり、地域に適合した
グリーンインフラ・NbS の実現に必要となる（IPBES 
2019）。地域知や伝統知は、社会経済の変化や人口減少に
ともなって、多くの地域で失われつつある状況である
（Berkes et al. 2000；Okui et al. 2021）。それぞれの地域で
歴史的に育まれてきた人と自然の関わりを見直し、地域
知や伝統知を活かしたグリーンインフラ・NbSを採用す
ることが望ましい。そのため、それぞれの地域で、地域
に適したグリーンインフラ・NbSは異なるという地域性
がある。地域の多様な関係者が連携し、地域に適したあ
り方を検討して、それを実現していくことが求められる。

生態系の空間スケールを踏まえよう
　グリーンインフラ・NbSの機能は、自治体やコミュニ
ティ等の社会システムと生態系が相互に影響しあって形
成される社会 -生態システムのあり方で左右される。効
果的に機能が発揮するグリーンインフラ・NbSを進める
ためには、社会システムと生態系の両方の側面から適切
な空間スケールを考慮し、計画を立案することが重要で
ある。たとえば雨水浸透や地下水涵養、治水といった、
水循環に関する計画を立案する上では、河川の流域とい
う空間スケールを踏まえることが有効である。河川の流
域は、必ずしも行政的な区域と一致しない。個別の計画
や規則は行政区域単位で立案される場合が少なくないと
考えられるが、その場合でも、生態系スケールで効果的
な機能を発揮するよう、相互に協調的な計画をたてるこ
とが重要である。
　グリーンインフラ・NbSには、河川流域のような大き
なスケールで計画してこそ効果を発揮するものがある。
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たとえば、森林から海洋に至る栄養塩の循環の管理によ
る生態系サービスの向上を実現するには、降水量・地
形・地質・土壌分布を基にして流域の土地利用や植生配
置を計画しなければならない（平岡ほか 2012；広松ほか
1990；松永 1993）。一方、このような大規模な取り組み
だけでなく、基礎自治体あるいはその中の街区等、小規
模なスケールでも有意義なものもある。自然を活かした
観光産業の振興や、市街地での緑地の確保による快適性
の向上は、そのような例にあたるだろう（守山 1988；淺
川 2007）。グリーンインフラ・NbSで解決したい事項を
明確化し、計画立案や管理の単位として適切な空間ス
ケールを選択することが重要である。

生態系の変化と動態を踏まえよう
　自然を活かしたインフラは、時間的な変化を伴う。時
間的な変化には、個体・個体群の成長に伴う変化のよう
に比較的予測しやすいものだけでなく、大規模な撹乱等
で構造や機能が大きく変化する場合のように予測困難な
ものも含まれる。グリーンインフラ・NbSを設計・整備
する上では、そのような変化を可能にする、あるいは管
理・利用できる環境を整えることが重要である。
　予測可能性の高い変化への対応としては、単純な例で
はあるが、桜並木等の街路樹の成長が挙げられる。樹木
が大きくなりすぎて、結果的に邪魔（危険）だとして切
られないように、事前の設計が肝心である。また、海岸
の松林では、林床の松葉を管理しなくなったことで海岸
へ広葉樹が侵入・定着し、元々の景観が変化した事例も
報告されており（鎌田・朝波 2020）、グリーンインフラ
整備後の継続的な管理を可能にするための方策も、必要
に応じて事前に検討する必要がある。一方で、生態系の
変化を逆手にとることで、環境の変化に柔軟に対応でき
るグリーンインフラ・NbSを設計することも可能にな
る。カキによって作られる三次元の構造物であるカキ礁
は、海水面の変化等に応じて形成される。そのため、カ
キ礁を復元・創出することで、気候変動による海水面の
上昇にレジリエントな防潮堤（Rodriguez et al. 2014）や
生息場（Tolley and Volety 2005）を整備することも可能だ
ろう。
　撹乱による予測困難な変化は、グリーンインフラ・
NbSの重要な特徴である。草原や低湿地、渓畔林等、撹
乱の発生がその生態系の長期的な維持にとって不可欠な
システムもある。このような生態系では、生態系を時空
間的に固定されるものと捉えるのではなく、外的な撹乱
による生態系の動態を前提とし、許容するという考え方

が、グリーンインフラ・NbSの管理や設計において重要
である。例えば、湿地や遊水地は放置されれば樹林化が
進み、本来持つ生態系の機能が低下するが、人為的な火
入れや洪水等を含む撹乱によって樹林化が抑制され、湿
地や遊水地としての多様な機能を維持することができ
る。また、生態系は、本来、外的要因による多少の撹乱
に対して、ある程度の耐性や回復力（レジリエンス）を
持っており、そのレジリエンスの範囲内で、任意の状態
を動的に維持していると考えられている（ボールとカッ
プの例がよく用いられる）（森 2010）。この考え方からも、
生態系は固定的なものではないことが分かる。一方、一
定の閾値を超える外的負荷が生態系に加わった場合、こ
れまでとは異なる別の状態へと大きく推移してしまうこ
とがあり、このような生態系の劇的な状態変化はレジー
ムシフトと呼ばれる。このようなレジームシフトを事前
に予期することは容易ではないが、グリーンインフラ・
NbSの管理においても、レジームシフトのような不可逆
的な大きな変化が生じる不確実性があることに留意する
必要がある。また、そのような変化からの復元には、で
きるだけ自然が持つ回復力を活かす形で行うべきであり
（松田ほか 2005）、可能であればそのような生態系の回復
力を高めるようなグリーンインフラ・NbSを設計できる
とさらによい。

生態系の連結性を踏まえよう
　自然は生態系の繋がりで成り立っており、グリーンイ
ンフラ・NbSの導入においても、対象となる空間とその
周辺にある自然環境において生態系の連結性を実現する
ことで、生態系の多機能性を引き出すことが可能である。
これまでのインフラでは、例えば河川では、ダム構造物
や河岸のコンクリート護岸のように、生態系の連結性を
損ない、魚の回遊や産卵場への移動等が阻害されるケー
スが多かった。これに対し、グリーンインフラ・NbSは
コリドー等を含む生態系ネットワークを構築すること
で、多様性や安定性の確保に貢献することができる。さ
らに、河川は、上流から下流、沿岸への土砂の供給の役
割も果たしており、砂浜・干潟の維持にも貢献しており、
生態系の連結性は多機能性も関わっている。
　すでに景観の分断化やパッチ化が進んでいる都市域で
のグリーンインフラ・NbSの導入にあたっても、緑地や
水域等の生物生息空間をグリーンウェイ（山口・横張
2000）で連結する等、生き物のハビタットの連続性を実
現することで、単独の緑地としての機能を越えた生物多
様性の保全に貢献することができる。ただし、生態系の
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連結性の回復において、侵略的外来種の分布拡大や農作
物等の病原体の拡散を促すことに注意が必要である。ま
た、ある程度の生態系の独立性が維持されていることで
リスク分散されるという側面もある。「生態系の変化と動
態をふまえよう」で述べたように、生態系は時間的に変
動し、時には構造が大幅に変化するような大規模な撹乱
も生じる。そのような際に、環境変動の影響を同時・同
等には受けない程度に隔離された複数の生態系が存在
し、それらがメタ個体群・メタ群集として生物の稀な移
動・分散を促していることは、生態系の回復を助け、広
域での安定性の確保に寄与する。

生態系の機能を踏まえよう
　生態系は、多様な生物のハビタットとして重要である
ばかりでなく、有機物の生産と分解、物質循環、水循環、
土壌形成等の機能（基盤サービス）を有する。こうした
機能が、森林による保水・気候の調節・大気の浄化、湖
沼・池・湿地による貯水・水質浄化・気候の調節、また、
海洋沿岸域の藻場・干潟による水質浄化等の生態系サー
ビスを下支えしている（MA 2005）。土地利用の改変は、
流域を単位とした水循環・物質循環を変化させ、周辺や
下流域の環境に大きな影響を与える（山下ほか 2005）。こ
れまで、無秩序な土地利用改変が地下浸透を含めた生態
系の水循環・物質循環の変化を通して、下流の淡水域や
海洋沿岸域で富栄養化や貧酸素水塊の形成等の水質悪化
や、それに伴う漁業被害等を引き起こしてきた（佐々木
2019, 2020）。
　グリーンインフラ・NbSの導入は、生態系が持つ様々
な機能を活かすことを可能とする。例えば、適切な空間
に河畔林やため池、または湿地を配置することで、それ
より下流の水域に流入する窒素・リン等の栄養塩負荷の
削減や脱窒の促進等により、下流の水域の富栄養化を抑
制することができる。農耕地と河川との間に河畔林や湿
地を配置する等の土地利用の工夫は、河川への栄養塩負
荷を削減する（小川 2000）。最近では、森林・海洋沿岸
域の藻場（ブルーカーボン）・農地土壌等による炭素貯留
機能、森林・湖沼・ため池による洪水抑制機能、土壌に
よる雨水浸透機能等を、広く気候変動適応に活用する動
きがある（堀・桑江 2017；白戸 2018）。一方、生態系（特
に湿地や農地）から放出されるメタンや亜酸化窒素等の
温室効果ガス等、負の影響にも注意を払う必要がある。
また、物質は流域圏を越え、大気—陸域—水域を循環し
ている。例えば、CO2の増加が海洋酸性化を引き起こし
ているように、地球規模の物質循環の視座を持つことも

重要である。

生態系サービスの連関を踏まえよう
　グリーンインフラ・NbSのアプローチは、多岐にわた
る自然の機能（生態系サービス）を幅広く発揮させるこ
とが重要であるが、個別の生態系サービス間の連関を考
慮する必要がある。個々の生態系サービスの間には、ト
レードオフとシナジーが存在する（TEEB 2010）。トレー
ドオフは、ある生態系サービスを追求した結果、他の生
態系サービスを劣化させることであり、シナジーは、あ
る生態系サービスの強化が他の生態系サービスの向上を
もたらすことである（TEEB 2010；伊藤・山形 2015）。ト
レードオフの例では、食糧やエネルギーの生産等の供給
サービスにと水資源涵養や洪水抑制といった調整サービ
スが挙げられる。また、画一的な人工林の植林やバイオ
燃料としての土地利用が、野生動植物の生息や生育に負
の影響を与えやすいように、供給サービスと生息・生育
地サービスもトレードオフの関係になりやすい（Bennett 
et al. 2009）。シナジーの例としては、多様な野生動植物
の保全と、水資源の貯留や生態系の安定性の確保の関係
が示されている（Bennett et al. 2009）。
　生態系サービス間のトレードオフやシナジーの発生や
影響の大きさは、生態系の管理や対策、最新技術の適用
により変化させることが可能である（Elmqvist et al. 
2010）。例えば、供給サービスの向上による調整サービス
の低下が適切な灌漑施設や特定の環境配慮型の農法の適
用で抑えられ、生態系サービス間のトレードオフが緩和
されることが示されている（Pretty et al. 2006）。
　グリーンインフラ・NbSの実践においては、生態系
サービス間のトレードオフを解消し、シナジーを創出す
る方策や仕組みを検討すべきである。対象とする地域の
主要な生態系サービスや、それらの間の関係は、地域の
生態系や社会特性に大きく依存するため、地域ごとに多
岐にわたる生態系サービスの状況を適切に把握し、様々
な土地利用の管理方針や計画を整備することで、単一の
生態系サービスを強化するだけでなく、地域全体で多様
な生態系サービスが発揮される社会を目指すことができ
る。また、生態系サービス間だけでなく、他の資源・エ
ネルギー利用や産業との連関にも留意する必要がある。

生態系の不確実性を踏まえよう
　グリーンインフラ・NbSは、複雑で変化する生態系の
機能を活用しようとするものであり、生態系の不確実性
を前提とした維持管理を行う必要がある。生態系が複雑
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に変化する非定常系であることに加え、外来種の侵入等
周辺の動植物との相互作用による影響や気候変動による
影響を受ける開放系であり、今後気候変動による影響も
受けるため、生態系の不確実性は必ず存在する（松田
2004；環境省 2016c）。また、生態系についての全ての情
報を得ることは困難であることも不確実性をもたらす要
因となっている（松田 2004；環境省 2016c）。生態系の不
確実性に対処し、目的とする機能を持続的に発揮させる
ためには、仮説・モニタリング・検証の繰返しによって
不確実性に対応できるようにする「順応的管理」が求め
られる（鷲谷 1998；日本生態学会 2012）。順応的な管理
を行うためには、計画段階でグリーンインフラによって
期待する機能を定義し、その機能を発揮させるためにど
のような生態系が必要となるのか、目標・仮説を設定す
る必要がある。また、計画段階で期待している機能や、
その機能を発揮する基盤となる生態系が健全な状態で維
持されているか、モニタリングを行い検証する必要があ
る。検証の結果を踏まえ、科学的知見に基づき人為的介
入が必要か、あるいは、生態系の遷移等の変化に期待す
るのか、その状況に応じた方策が求められる。
　さらに、不可逆的な影響に備え、著しい悪影響が懸念
される場合には、科学的な根拠が不十分な場合にも意思
決定を行う「予防原則」を用いることが重要である（松
田ほか 2005）。グリーンインフラ・NbSの基盤となる生
態系については、未知の部分が多く、知識や理解が不足
しているという前提に立って、謙虚かつ慎重に対応する
ことを基本的な姿勢とすることが望ましい。また、地域
で順応的な管理を行うためには、不確実性の中で試行錯
誤していくための組織・仕組みや、多様な価値観・視点
を取り込むための情報発信等を合わせて考えることが必
要となる。グリーンインフラ・NbSが多様な分野間・主
体間の連携によって成り立つものであるのと同様に、不
確実性を前提とした順応的な管理を行うためには地域で
の多様な主体の連携は不可欠である（大澤・上野 2017；
宮内 2017）。

ガバナンスのあり方に留意しよう
　グリーンインフラ・NbSでは、自然（生態系）が持つ
様々な機能を同時に発揮させつつ利活用していくことが
目指される。どの機能をどのように利用しようとするか
は、国際的な動向に連動する国の政策、自治体の施策と
いったトップダウン的な方針と、対象となる生態系に関
して、個々の地域の暮らしの中で蓄積された資源管理の
知恵や地域の人々の想い・愛着とを融合させながら実現

可能性を検討し、合意を図りつつ決めていく必要がある。
また、機能を発揮させるための生態系の構造が明示・共
有されなければならない。維持すべき生態系が変動系で
あることから、常に状態をモニタリングしながら、管理
方法に反映させていく必要があり、管理に必要な具体の
活動と、役割分担が関係者間で共有され、合意されてい
る必要もある。
　目標設定、維持管理活動について合意し、活動を行っ
ていくうえで、ガバナンスが重要である（松下・大野
2007）。ガバナンスの仕組みを構築するために、関係者が
継続的に議論してゆけるプラットフォーム、その過程で
形成される信頼関係に基づきながら合意形成を行い、
ルールを定めていくことが必要である。そして、信頼関
係を維持していくためにも、政府（行政）が有する権威・
権力からの独立性が保たれた緩やかなネットワーク組織
の中で、水平的な関係を担保していくことが求められる
（Rhodes 1997；八巻ほか 2011）。地域自治政策を推進す
る基礎自治体（例えば、福岡県福津市）では、プラット
フォームとなる地域協議会を創出し、権限と財源を移譲
しながら活動を支援することで、地域住民を主体とする
自律的で継続的なグリーンインフラ・NbSの管理活動の
展開へとつなげている（朝波ほか 2020）。
　また、流域治水をすすめる中で、上流域の水田生態系
等が持つ遊水機能の活用を考える場合には、恩恵を受け
る下流域地域が上流域の農地の維持管理費用を負担する
ことや、流域保全に貢献している農地から提供される農
作物の高付加価値化を行っていく等、流域自治体・住民
や消費者が一体となった社会システムを構築していくこ
とも必要となる。近年に施行された森林環境譲与税は、
本来、下流域全ての住民の安心・安全につながる国土保
全型の森づくりを担う林家を応援するために具現化され
た仕組みである。このように、多様な主体による生態系
管理を支える取り組みに活用することが望まれる。

地域経済・社会への波及に留意しよう
　地域におけるグリーンインフラ・NbSの実践において
は、地域の未利用地や自然資源の積極的な活用により、
地域の経済・社会活動を活性化させることが期待され
る。里山や農地の利用水準の低下は、生物多様性劣化の
大きな要因でもあり（環境省 2016b）、生物多様性保全の
観点からも自然資源の利用推進が求められる。近年、農
山村や郊外部等の自然資源が蓄積されている地域では、
荒廃森林や耕作放棄地における新たな空間を、資源とし
て利用することにより、地域経済の活性化と雇用の創出
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に向けた取り組みを推進している（農林水産省 2015）。こ
れまでも未利用の空間や資源の利用の促進策にむけて、
間伐材や街路樹の剪定枝のバイオマス利用（相川 2018）
や、有害鳥獣の食肉利用（水ノ上ほか 2017）等、様々な
生態系由来の資源利用が進み、新たな地域経済の活性化
の方策として試みられてきた。また、近年の環境保全に
対する社会的な関心の高まりを受けて、温室効果ガスの
削減や生物多様性の保全に貢献する農林水産物や有機農
業も、新たな付加価値をもった商品として全国各地で注
目されている（大沼・山本 2009；農林水産省 2015；田
中・大石 2017）。近年、脱炭素社会の実現に向け、再生
可能エネルギーへの転換が新たなビジネスを生みつつあ
る。その際、大規模な風力発電や太陽光発電施設の開発
は、自然資本を損なうリスクがある。しかし、生態系管
理で発生したバイオマスをエネルギー源として活用する
等、生物多様性や生態系サービスの保全と両立する再生
可能エネルギー活用も考えられ、これらはグリーンイン
フラ・NbSの効果的な活用といえる。このような自然の
空間や資源を活用した地域活性化の取り組みは、長期的
に見ると地域雇用の確保や経済の活性化を促すと考えら
れており（日本学術会議自然再生保全分科会 2014）、コ
ロナ後の地域経済・社会の回復に期待が寄せられている
（WWF・ILO 2020）。既に、農林水産省の「みどりの食料
システム戦略」（農林水産省 2021）、国土交通省の「グ
リーンインフラ推進戦略」（国土交通省 2019）、環境省の
「地域循環共生圏」（環境省 2020b）等、国の計画や方針
においても、地域の自然空間、資源の活用による地域活
性化を進める必要性が示されているが、地域内外の自然
に関わる資源やエネルギーを積極的に活用し、これらを
地域内外の産業と結びつけることで、自然資本の適切な
利用に基づき、地域の経済、雇用に貢献する事業の構築
を進めることが期待される。

国際的な目標・関連計画との関係を意識しよう
　本稿の冒頭「国内外の政策動向」に記載のとおり、生
物多様性の保全だけではなく防災・減災や脱炭素等様々
な分野において、国際的な目標や計画等でグリーンイン
フラ・NbSの重要性が指摘されている。また、日本の上
位計画においても、これらの国際的な目標等を踏まえ、
グリーンインフラ・NbSに関連する施策が位置付けられ
ている。それぞれの地域でグリーンインフラ・NbSを実
践するにあたっても、このような目標や計画等に沿った
取組とすることが、様々な分野に関わるグリーンインフ
ラの重要性や目指すべき方向性の理解を促し、持続可能

な取組とすることにつながると考えられる。さらに、様々
な分野でグリーンインフラ・NbSが位置付けられている
ということは、グリーンインフラ・NbSが多機能性を有
し、複数の課題の同時解決に資する取組であることを示
している。
　一方で、このような目標や計画等は多数あり、またそ
の対象となる範囲や策定主体も異なることから、どの目
標や計画等をとくに参照すべきかについては工夫の余地
がある。基本的に国際的な目標や計画等には、グリーン
インフラ・NbSの実践が期待される領域やその推進に向
けた大きな目標・方向性が示されており、地域での実践
において目標の設定や基本的な方針を検討する際に役立
つと考えられる。国際的なニーズにも対応しており、か
つ、地域における複数の課題解決につながる取組として
グリーンインフラ・NbSを位置付けることが、分野横断
的で持続可能な取組にする上では重要な視点である。ま
た、日本の上位計画においては大きな目標・方向性等だ
けではなく、日本が抱える課題や地域特性に応じた施策
が示されているものも多くある。地域での具体的な取組
を検討する上で、これらの上位計画を参照することはグ
リーンインフラ・NbSの実践にあたって重要なプロセス
であると考えられる。
　例えば、持続可能な開発目標（SDGs）では、ウエディ
ングケーキ（Rockström and Sukhdev 2016）として知られ
ているとおり、生物圏に係る目標が、社会・経済に係る
目標の土台になっていることが示されている。国連気候
変動枠組条約第 26回締約国会合（COP26）に併せては、
世界的な森林減少対策の推進を図る「森林・土地利用に
関するグラスゴー・リーダーズ宣言」が採択された。さ
らに、2021年の G7首脳会合では 2030年「自然協約」が
採択され、G7各国が国レベル、陸域・海洋のそれぞれに
おいて少なくとも 30％の保全又は保護に取り組むこと
（30by30）や自然の保護、保全及び回復に対する投資を増
加させることとされている。生物多様性条約の下では、
愛知目標の次期目標である、いわゆるポスト 2020生物多
様性枠組の議論においても、この 30by30や、「2030年及
び 2050年までのパリ協定の気候変動緩和目標の達成の
ための努力のうち、少なくとも 30％は自然（NbS）が担
う」（SCBD 2020）等の定量的な案も議論されてきた。こ
うした数値目標案は最終的には国際目標としては残りに
くい場合も多いが、地域レベルでグリーンインフラや
NbSに取り組むにあたって、どの程度の規模まで目指す
べきかについて、ヒントや相場観を与えてくれる場合が
ある。実際、フランス等は、2030年までに、国際社会に
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提供する気候変動対策資金のうちの 30％を生物多様性
にも資するものに充てる方向を打ち出している（在日フ
ランス大使館 2021）。
　国内においては、第 3回国連防災世界会議の成果文書
である「仙台防災枠組 2015-2030」（平成 27年 3月 18日）
において生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）の考
え方が示されたことを契機に議論が加速し、「次期生物多
様性国家戦略研究会報告書（令和 3年 7月 30日）（環境
省 2021）においても、人口減少や気候変動を踏まえた土
地利用の変化を見据えた次の 10年間の取組として Eco-
DRRの実装を進めることの重要性が指摘されている。近
年の水災害による甚大な被害を受けて取組が進められて
いる流域治水に関しても「流域治水推進行動計画」（令和
3年 7月 30日）において、流域の雨水貯留浸透機能の向
上や遊水機能を保全するための具体的な取組として、
Eco-DRRの推進が位置付けられている。また、カーボン
ニュートラルに関する議論では、国内でも「地域脱炭素
ロードマップ」（国・地方脱炭素実現会議、令和 3年 6月
9日）において、自然環境が有する多様な機能を活用し
たグリーンインフラや Eco-DRRを推進することが示さ
れている。
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）等の感染症対
策の分野では、人の健康を守るためには野生動物や環境
にも配慮して取り組む必要があるという考え方である
「ワンヘルス・アプローチ」が注目されている。新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）等の新興感染症の 75％
は野生動物由来である（岡部ほか 2019）とされており、
さらに人と野生動物の広域移動とともに、豚熱（CSF）等
の近年先進国で増え始めた野生鳥獣やマダニ類（マダニ
目）等が媒介することによる新たな感染症も問題を複雑
にしている。2021年 1月には、公益社団法人日本医師会
や公益財団法人日本自然保護協会等の 12団体が共同で
「人と動物、生態系の健康はひとつ～ワンヘルス共同宣
言」を発表し、生態系・動物・人の健康を守るために過
度の自然環境への立ち入りや過剰な利用を含む野生動物
との関わり方、人と動物の距離等を見直していくとされ
ている。
　このように、国際的な目標・計画や日本の関連計画等
では、様々な分野でグリーンインフラ・NbSの重要性や
目指すべき方向性が明示されている。他方、地域への実
践にあたってはグリーンインフラ・NbSが関連する様々
な分野（地方創生、防災・減災、環境、農林水産業、健
康・福祉、教育等）とのつながりを整理し、分野横断的
な取組に発展させることが期待されている。そのため、

このような多岐にわたる目標・計画等との整合性を考慮
して取組を進めることで、グリーンインフラ・NbSが環
境保全だけではなく多様な分野の取組に貢献しているこ
とを明示することができる。さらに、関係者からの理解・
協力を得やすくなるため、グリーンインフラ・NbSの取
組自体の持続可能性（IUCN 2021）の向上にもつながる
と考えられる。このように、国際的な目標・計画等を意
識しながら、それよりミクロの様々な規模で具体的な取
組を実践することは、多中心的アプローチとして気候変
動対策の文脈の中でも重視されており（Ostrom 2010）、グ
リーンインフラ・NbSの実践においても重要な視点であ
る。

教育・普及に留意しよう
　グリーンインフラ・NbSが順応的な管理を通して多様
な機能を発揮するためには、上に列挙された生態系と生
物多様性の特性についての理解や、その理解に基づく管
理の知識や技術が、管理に関わる多様な主体によって共
有され、次の世代に継承されていくことが求められる。
それぞれの地域において、管理の担い手が人口減少・高
齢化の進行によって不足しているほか、長年にわたって
蓄積されてきた管理の知識や技術が、次世代に継承され
ないままに失われている現状がある。グリーンインフ
ラ・NbSを持続的に活用していくためには、幅広い世代
を対象にした教育や普及を通して、担い手をどう確保し
ていくかが課題であり、教育と普及を進めていくことが
重要である。
　ESD（持続可能な開発のための教育）やその一部でも
ある環境教育では、これまでもさまざまな取り組みが実
施されており、持続可能な社会の担い手の育成や課題解
決のための行動変容をもたらすことが目標とされてきた
（文部科学省 2022）。近年では、SDGsの達成に向けた ESD
や環境教育の役割がますます期待されている。また、自
然環境の中で環境教育を行うことについても期待されて
おり、日常生活における自然と関わりが薄い人は、リサ
イクルや環境保全に対する寄付活動といった環境配慮行
動に消極的である（曽我ほか 2016）という研究結果が報
告されている。このような背景のもと、持続可能な社会
の構築に資するグリーンインフラ・NbSが、ESDや環境
教育のなかにしっかり位置付けられることが求められ
る。その際、それぞれの地域において、人と自然と社会
の間の密接な関わりが意識されることが望ましい。人と
自然の関係性と人と地域社会の関係性は相互に影響して
おり、自然と地域社会に関する学びを関連づけていくこ
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とが、環境教育にとって大事だと指摘されている（黒田
ほか 2021）。
　ESDや環境教育がグリーンインフラ・NbSに果たす役
割は、短期的というより中長期的であると考えられるが、
効果がすぐに期待できないからといって疎かにすること
はできない。環境教育を含めた日常における自然体系の
減少は、自然がもたらす様々な恩恵を享ける機会を失わ
せるだけでなく、自然に対する保全意識をも減少させる
ことが、「経験の消失」という現象として知られている
（Soga and Gaston 2016）。また、経験の消失は、連鎖的に
次世代に伝播し、負の影響を継承することが懸念されて
いる（Soga and Gaston 2016）。中長期的な視点に立った
ESDや環境教育等と連携し、義務教育においても教育と
普及を着実に進めていくことは、グリーンインフラ・
NbSが社会で持続的に活用されるためには欠かせない。

12 箇条の使い方と今後の展望
　今後、自然の資源や機能を活用した社会課題の解決を
意味する、グリーンインフラ、Eco-DRR、NbSといった
言葉は、これまで以上に多くの場面や文書で掲げられ、
防災減災や経済振興、健康医療等多岐にわたる専門領域
において、事業展開が図られることが期待される。この
ような展開が実際に進むことは、自然環境保全や生態系
管理の立場からすれば、大いに歓迎されるべきことであ
るが、一方で、単純に自然の機能が活用されるだけでは
なく、生物多様性の保全と持続可能な利用についても確
実に担保されてなくてはならない。「グリーンインフラ・
NbSの推進において留意すべき 12箇条」は、各分野にお
いてグリーンインフラ・NbSが推進される際に、生態学
の観点から留意して欲しい事項を整理しており、森林や
農地、河川、道路等あらゆる公共事業、民間企業による
開発事業、地域のまちづくりや、地域活性化、自然環境
保全等の事業や活動において参照頂きたい。また、生態
学に関わる研究者や技術者に対しては、この 12箇条から
グリーンインフラ・NbSと生態学の接点を捉えて、グ
リーンインフラ・NbSの社会実装の推進に向けた現在の
課題を掘り起こし、生態学の研究を通じた知見技術を用
いた課題解決に取り組む一つのきっかけになれば幸いで
ある。また、これらのグリーンインフラ・NbSに期待さ
れる生態学的視点の妥当性や実現可能性に関しては、生
態学以外の様々な学問分野や、行政や民間企業等の多様
な主体と議論を重ねていくことが必要であり、本稿の整
理を踏まえて様々な分野主体と意見交換を進めていく機
会を広げたい。
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